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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和2年1月30日(2020.1.30)

【公開番号】特開2017-124619(P2017-124619A)
【公開日】平成29年7月20日(2017.7.20)
【年通号数】公開・登録公報2017-027
【出願番号】特願2016-242619(P2016-242619)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/18     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/14     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/175    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    2/18     　　　　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６０５　
   Ｂ４１Ｊ    2/14     ６０３　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    ５０３　

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月10日(2019.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する複数の吐出口が第１の方向に配列される吐出口列と、
　液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生する記録素子が配される圧力室と、
　前記圧力室に連通する流路と、
　前記記録素子が配される面に対して交差する第２の方向に延在し前記流路に液体を供給
するための複数の供給口が、前記第１の方向に沿って配列される供給口列と、
　前記第２の方向に延在し前記流路内の液体を回収するための複数の回収口が、前記第１
の方向に沿って配列される回収口列と、
　前記第１の方向に延在し前記供給口列に液体を供給する第１共通供給流路と、
　前記第１の方向に延在し前記回収口列から液体を回収する第１共通回収流路と、
　前記第２の方向に延在し前記第１共通供給流路に液体を供給する供給側第１連通口と、
　前記第２の方向に延在し前記第１共通回収流路から液体を回収する回収側第１連通口と
、
を備え、
　前記供給側第１連通口および前記回収側第１連通口の少なくとも一方を複数備える液体
吐出ヘッド。
【請求項２】
　前記供給側第１連通口が複数設けられており、当該複数の供給側第１連通口が配列され
る供給側第１連通口列は前記第１の方向に延在する、請求項１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３】
　前記回収側第１連通口が複数設けられており、当該複数の回収側第１連通口が配列され
る回収側第１連通口列は前記第１の方向に延在する、請求項１または２に記載の液体吐出
ヘッド。
【請求項４】
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　前記供給側第１連通口列に含まれる複数の前記供給側第１連通口の配列密度は、前記供
給口列に含まれる複数の前記供給口の配列密度より小さい、請求項２に記載の液体吐出ヘ
ッド。
【請求項５】
　前記回収側第１連通口列に含まれる複数の前記回収側第１連通口の配列密度は、前記回
収口列に含まれる複数の前記回収口の配列密度より小さい、請求項３に記載の液体吐出ヘ
ッド。
【請求項６】
　前記供給口、前記第１共通供給流路、および前記供給側第１連通口は、夫々異なる基板
に形成されている、請求項１から５のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項７】
　前記第１の方向および前記第２の方向と交差する第３の方向に延在し、複数の前記供給
側第１連通口と連通する第２共通供給流路を備える、請求項１から６のいずれか１項に記
載の液体吐出ヘッド。
【請求項８】
　前記第１の方向および前記第２の方向と交差する第３の方向に延在し、複数の前記回収
側第１連通口と連通する第２共通回収流路を備える、請求項１から７のいずれか１項に記
載の液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　前記第２の方向に延在し、前記第２共通供給流路に液体を供給する複数の供給側第２連
通口を備える、請求項７に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１０】
　前記第２の方向に延在し、前記第２共通回収流路から液体を回収する複数の回収側第２
連通口を備える、請求項８に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１１】
　前記第１の方向に延在し、複数の前記供給側第２連通口に液体を供給する第３共通供給
流路を備える、請求項９に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１２】
　前記第１の方向に延在し、複数の前記回収側第２連通口から液体を回収する第３共通回
収流路を備える、請求項１０に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１３】
　複数の前記供給側第２連通口が配列される供給側第２連通口列は前記第１の方向に延在
する、請求項９から１２のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１４】
　複数の前記回収側第２連通口が配列される回収側第２連通口列は前記第１の方向に延在
する、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１５】
　前記供給側第２連通口列に含まれる前記供給側第２連通口の配列密度は、複数の前記供
給側第１連通口が配列される供給側第１連通口列に含まれる前記複数の前記供給側第１連
通口の配列密度より小さい、請求項１３に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１６】
　前記回収側第２連通口列に含まれる前記回収側第２連通口の配列密度は、複数の前記回
収側第１連通口が配列される回収側第１連通口列に含まれる前記複数の前記回収側第１連
通口の配列密度より小さい、請求項１４に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１７】
　前記第１の方向に関して、前記供給側第１連通口と前記回収側第１連通口とが交互に配
されている、請求項１から１６のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１８】
　前記供給口と前記回収口とを連通する前記流路の流路抵抗をｒとし、前記第１共通供給
流路に連通する各前記供給口間の流路抵抗、および前記第１共通回収流路に連通する各前
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記回収口間の流路抵抗をそれぞれＲとし、前記流路を流れる液体の平均流量をｑとし、前
記吐出口からの吐出特性に影響を与えない最大流量と最小流量との流量差をΔｑとし、前
記ｑと前記Δｑとの比Δｑ／ｑをＸとし、隣接する前記供給側第１連通口と前記回収側第
１連通口との間の吐出口の数をＮとした場合、
【数１】

を満たす、請求項１から１７のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１９】
　前記Ｘの値が０．２以下である、請求項１８に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２０】
　前記供給側第１連通口および前記回収側第１連通口に関して、前記第１の方向における
前記液体吐出ヘッドの両端部側には前記供給側第１連通口が配されている、請求項１から
１９のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２１】
　前記供給側第１連通口および前記回収側第１連通口に関して、前記第１の方向における
前記液体吐出ヘッドの両端部側には前記回収側第１連通口が配されている、請求項１から
１９のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２２】
　前記両端部側に配された回収側第１連通口の流路抵抗は、前記第１の方向における前記
液体吐出ヘッドの中央部側に配された前記回収側第１連通口の流路抵抗より大きい、請求
項２１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２３】
　請求項１から２２のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッドを有し、液体を前記供給側第
１連通口、前記第１共通供給流路、前記圧力室、前記第１共通回収流路、および前記回収
側第１連通口の順に供給させるための供給手段を有する、液体吐出装置。
【請求項２４】
　液体を吐出する吐出口を備える液体吐出ヘッドであって、
　液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生する複数の記録素子を内部に備える
圧力室と、前記圧力室に液体を供給するための貫通孔である複数の供給口と、前記圧力室
から液体を回収するための貫通孔である複数の回収口と、を備える第１基板と、
　複数の前記供給口と連通し、前記第１基板の前記記録素子が設けられる面に沿う方向に
延在する第１共通供給流路と、複数の前記回収口と連通し、前記方向に延在する第１共通
回収流路と、を備える第２基板と、
　前記第１共通供給流路に液体を供給するための貫通孔である供給側第１連通口と、前記
第１共通回収流路から液体を回収するための貫通孔である回収側第１連通口と、を備える
蓋部材と、を備え、
　前記供給側第１連通口および前記回収側第１連通口の少なくとも一方を複数備える、液
体吐出ヘッド。
【請求項２５】
　液体を吐出する吐出口を備える液体吐出ヘッドであって、
液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生する複数の記録素子を内部に備える圧
力室と、前記圧力室に液体を供給するための貫通孔である複数の供給口と、前記圧力室か
ら液体を回収するための貫通孔である複数の回収口と、複数の前記供給口と連通する、前
記記録素子が設けられる面に沿った方向に延在する第１共通供給流路と、複数の前記回収
口と連通する、前記方向に延在する第１共通回収流路と、を備える記録素子基板と、
　前記第１共通供給流路に液体を供給するための貫通孔である供給側第１連通口と、前記
第１共通回収流路から液体を回収するための貫通孔である回収側第１連通口と、を備える
蓋部材と、を備え、
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供給側第１連通口および回収側第１連通口の少なくとも一方を複数備える、液体吐出ヘッ
ド。
【請求項２６】
　前記記録素子が第１の方向に配列される記録素子列を備え、
前記第１共通供給流路と、前記第１共通回収流路は共に前記第１の方向に沿って延在して
いる、請求項２４または２５に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２７】
　前記記録素子が第１の方向に配列される記録素子列を備え、
複数の前記供給口が前記第１の方向に配列される供給口列と、
複数の前記回収口が前記第１の方向に配列される回収口列と、を備える、請求項２４から
２６のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２８】
　前記記録素子が第１の方向に配列される記録素子列を備え、
複数の前記供給側第１連通口が前記第１の方向に配列される供給側第１連通口列と、
複数の前記回収側第１連通口が前記第１の方向に配列される回収側第１連通口列と、を備
える、請求項２４から２７のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項２９】
　前記供給側第１連通口列に含まれる複数の前記供給側第１連通口の配列密度は、複数の
前記供給口が前記第１の方向に配列される供給口列に含まれる前記複数の前記供給口の配
列密度より小さく、かつ、
前記回収側第１連通口列に含まれる複数の前記回収側第１連通口の配列密度は、複数の前
記回収口が前記第１の方向に配列される回収口列に含まれる前記複数の前記回収口の配列
密度より小さい、請求項２８に記載の液体吐出ヘッド。 
【請求項３０】
　複数の前記供給側第１連通口に液体を供給する、前記記録素子が設けられる面に沿った
方向で、かつ前記第１共通供給流路の延在方向と交差する方向に延在する第２共通供給流
路と、複数の前記回収側第１連通口から液体を回収する、前記記録素子が設けられる面に
沿った方向で、かつ前記第１共通回収流路の延在方向と交差する方向に延在する第２共通
回収流路と、を備える支持部材を備える、請求項２４から２９のいずれか１項に記載の液
体吐出ヘッド。 
【請求項３１】
　前記第２共通供給流路に液体を供給する貫通孔である複数の供給側第２連通口と、前記
第２共通回収流路から液体を回収する貫通孔である複数の回収側第２連通口と、を備える
第１流路部材を備える、請求項３０に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３２】
　複数の前記供給側第２連通口に液体を供給する、前記記録素子が設けられる面に沿った
方向に延在する第３共通供給流路と、複数の前記回収側第２連通口から液体を回収する、
前記記録素子が設けられる面に沿った方向に延在する第３共通回収流路と、を備える第２
流路部材を備える、請求項３１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３３】
　前記第１共通供給流路は、第１の種類の液体を供給する第１共通供給流路と、第２の種
類の液体を供給する第１共通供給流路と、を含み、
　前記第１共通回収流路は、前記第１の種類の液体を回収する第１共通回収流路と、前記
第２の種類の液体を回収する第１共通回収流路と、を含む、請求項１から２２および２４
から３２のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３４】
　前記第１の種類の液体を供給する第１共通供給流路と、前記第１の種類の液体を回収す
る第１共通回収流路との間隔は、前記第１の種類の液体を供給する第１共通供給流路と、
前記第２の種類の液体を回収する第１共通回収流路との間隔より小さい、請求項３３に記
載の液体吐出ヘッド。
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【請求項３５】
　前記圧力室内の液体は当該圧力室の外部との間で循環される、請求項１から２２および
２４から３４のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
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